
議案第３号 

   富津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 富津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  令和元年６月４日提出 

富津市長  高 橋 恭 市   

提案理由 

 地方税法施行令等の一部を改正する政令（平成31年政令第87号）が施行されたこ

とに伴い、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額の引上げ及び当該保険税

の減額の対象となる所得金額の算定における被保険者等の数に乗ずべき金額の引上

げを行うため、条例の一部を改正するものである。 



   富津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 富津市国民健康保険税条例（昭和46年富津市条例第49号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第２項ただし書中「58万円」を「61万円」に改める。 

第11条中「58万円」を「61万円」に改め、同条第２号中「27万５千円」を「28万

円」に改め、同条第３号中「50万円」を「51万円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の富津市国民健康保険税条例の規定は、令和元年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 


